
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第２０８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月１９日 １８時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市横須賀港外  

 横須賀港東北防波堤東灯台から真方位０００°２,１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.３′ 東経１３９°４０.５′） 

事故等調査の経過  平成２３年１１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 さんしゅう丸、４９９トン 

   １４０９８３、三光運輸株式会社 

Ｂ 押船兼引船 第七あや丸、１１５トン 

   １２８７４７、株式会社フルサワ 

Ｃ 台船 第二菱和
ひ し わ

、１,０００トン 

   なし、株式会社フルサワ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首材、球状船首及び左舷船首外板等に凹損、擦過傷及び亀裂 

Ｂ なし 

Ｃ 船首外板に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、荒天による避難のため、横須

賀港外の沖の根西側付近において、船首を西方に向けて平成２３年１

１月１９日０２時３０分ごろ錨泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、Ｃ船を横抱きに結合し、荒天

による避難のため、１１月１８日１１時００分ごろ横須賀港外の沖の

根西側付近にＣ船の錨鎖５節を投入して錨泊した。 

船長Ａは、単独で当直に就き、風雨により視界が制限される中、走

錨してＡ船に向かってくるＢ船及びＣ船をレーダーで認め、ＶＨＦ、

汽笛及び探照灯を用いて注意喚起をしたが、Ｂ船からの応答はなく、

１１月１９日１８時５５分ごろＡ船の船首とＣ船の船首とが衝突し

た。  

船長Ｂは、単独で当直に就いていたが、休息のために一時自室へ降

り、再び船橋へ戻ったところ、Ｃ船とＡ船との衝突を認め、すぐに揚

錨させるとともに主機関を始動させ、Ａ船から離れた。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風力 １０、視程 約１海里 



 海象：波向 南東、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ｂ船及びＣ船の走錨を確認したとき、衝突回避のために

機関始動の準備をしていた。 

船長Ａは、Ｂ船からの応答がなかったので衝突前に海上保安庁に通

報していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船及びＣ船を横抱きにしたＢ船は、横須賀港外において錨泊中、

船長Ｂが、船橋を離れて見張りを行っていなかったことから、Ｂ船及

びＣ船が走錨してＡ船に向けて圧流され、Ａ船とＣ船が衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、横須賀港外において、Ａ船及びＣ船を横抱きにし

たＢ船が錨泊中、船長Ｂが、見張りを行っていなかったため、Ｂ船及

びＣ船が走錨してＡ船に向けて圧流され、Ａ船とＣ船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊中であっても、当直中に船橋を離れる場合は、見張りがおろ

そかにならないように当直の交代者を配置すること。 

 ・気象状況に応じた錨鎖の伸出量及び錨泊方法をとること。 

 




